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東京都最低賃金は１０月１日から 

時間額１，０１３円になります   

  

東京都最低賃金については、東京労働局長（土田浩史）が時間額１，０１３円に

改正決定し、令和元年１０月１日から効力が発生します。 

東京都内で事業を営む使用者は、効力発生後の労働に対し、東京都最低賃金であ

る時間額１，０１３円以上の賃金を支払わなければ、最低賃金法違反となります。 

東京労働局では、引き続き、改正された最低賃金額を始めとする最低賃金制度

の周知及び中小企業・小規模事業者に対する支援施策を推進し、併せて都内各労

働基準監督署において監督指導を実施する等により、履行確保を図ります。 

 

１ 最低賃金について 

（１）適用 

東京都最低賃金は、年齢やパートタイマー・アルバイトなどの働き方の違い

にかかわらず、東京都内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 

なお、派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が

適用されます。 

 

（２）金額 

    次の金額は、最低賃金に算入されません。 

① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

② 臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

③ １月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 

④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当 

 

（３）関係法令 

〇最低賃金法第４条第１項 

    使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の 

   賃金を支払わなければならない。 

〇最低賃金法第４０条 

    第４条第１項の規定に違反した者（地域別最低賃金及び船員に適用される 

   特定最低賃金に係るものに限る。）は、５０万円以下の罰金に処する。 
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２ 厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、以下

の生産性向上等のための支援を実施しています。 

（１）業務改善助成金（別添１リーフレット参照） 

   東京都内に所在する中小企業・小規模事業者が、事業場内の最低賃金を３０

円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資（機械設備の導入等）などを行

った場合に、その費用の一部を助成するもの。 

  ※業務改善助成金についてのお問い合わせは、（４）の「東京働き方改革推進

支援センター」（電話 0120‐232‐865）にお尋ねください。 

 

（２）キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）（別添２リーフレット参照） 

有期契約労働者等の非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を２％以上増

額改定し、昇給を図った事業主に助成するもの。 

 

（３）人材確保等支援助成金（別添３リーフレット参照） 

人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて、生産性向上、賃金アップ

と離職率低下に取り組む事業主に対して助成するもの（人事評価改善等助成コ

ース）及び生産性向上に資する設備等への投資を通じて、生産性向上、雇用管

理改善（賃金アップ）等を図る事業主に対して助成するもの（設備改善等支援

コース）。 

※前記（２）、（３）についてのお問い合わせは、最寄りのハローワーク又はハ

ローワーク助成金事務センターにお尋ねください。    

 

（４）「東京働き方改革推進支援センター」（別添４リーフレット参照） 

東京労働局委託事業として、「東京働き方改革推進支援センター」（電話 0120‐

232‐865）を開設し、最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業・小規模事業

者等を中心に、非正規労働者の処遇改善、労働時間の短縮、生産性向上による賃

金引上げ、労働関係の助成金の活用及び人手不足の緩和等の取組を支援するた

め、専門家による相談対応（電話・メール・対面・訪問）や出張相談会・セミナ

ー等を実施しています。 

 

３ 改正された最低賃金額の周知（別添５リーフレット参照） 

  東京労働局では、ターミナル駅周辺における大型デジタルサイネージや横断幕、 

主要路線沿線に所在する労働基準監督署庁舎外壁の懸垂幕による周知広報を行う  

ほか、地方公共団体の広報誌への掲載、公共機関、業界団体等に対するリーフ   

レット・ポスターの掲出等により周知を図ります。 

 

４ 監督指導の実施 

  最低賃金の履行確保上問題があると考えられる業種、最低賃金額を下回ることが 

見込まれる事業場等を重点とした監督指導を行うことにより履行確保を図ります。 


